
           大分県金融機関提案型資金特別融資要綱 

      に基づく資金の融資事務に関する要領 

平成２７年４月１日 制定 

 

（趣  旨） 

１ 大分県金融機関提案型資金の融資事務に関しては、大分県金融機関提案型資金特別融資要綱（以下「要

綱」という。）に定めるもののほか、この要領並びに大分県信用保証協会及び知事が指定する金融機関（以

下「指定金融機関」という。）の定めるところによる。 

（融資取扱） 

２ 金融機関提案型資金として取り扱う融資は、指定金融機関からの提案に基づき、知事が承認したものと

する。なお、提案の募集期間、方法等は、別に定める。 

（指定金融機関） 

３ この要領に定める融資を行う指定金融機関は、次の金融機関とする。 

 (1)株式会社大分銀行 

 (2)株式会社豊和銀行 

 (3)大分信用金庫 

 (4)大分みらい信用金庫 

 (5)日田信用金庫 

 (6)大分県信用組合 

 (7)株式会社北九州銀行 

（融資取扱期間） 

４ 融資取扱期間は、６の規定による知事の承認を受けた日の属する年度の年度末までとする。ただし、 

知事が特に認める場合は、この限りでない。 

（承認申請） 

５ 金融機関提案型資金の承認を受けようとする指定金融機関は、次の各号に掲げる事項を承諾のうえ、 

 金融機関提案型資金承認申請書（様式 1）を作成し、知事に申請するものとする。 

 (1)県が、融資件数と融資額を公表すること。 

 (2)要綱及び本要領を遵守すること。 

 (3)本融資の目的を達成するために県が報告を求めた場合に、その事項について回答すること。 

（承認審査） 

６ 知事は、５の規定による申請があったときは、申請内容を審査のうえ、次の事項を満たしており適 

 当であると認めるときは金融機関提案型資金として承認を行う。 



 

 (1)中小企業者の振興等県政の課題の解決に資するものであること。 

 (2)融資以外で、前号に沿った中小企業者等支援が行われること。 

 (3)融資目標額を設定していること。 

 (4)既に県が行っている中小企業者等のための融資制度と重複していないこと。 

 (5)融資利率は、要綱に定める上限金利以下であること。 

 (6)保証付融資の場合は、大分県信用保証協会の同意書（様式 2）を添付していること。 

（承認通知） 

７ 知事は、前条の承認を行ったときは、その内容について、金融機関提案型資金承認書（様式 3）に 

 より申請した指定金融機関に通知するとともに、保証付融資の場合は、金融機関提案型資金承認通知 

 書（様式 4）により大分県信用保証協会に通知する。 

（承認内容の変更等） 

８ 指定金融機関は承認を受けた金融機関提案型資金の内容について、やむを得ない理由により年度途 

 中に変更が生じた場合は、その理由を付して、金融機関提案型資金変更承認申請書（様式 5）により、 

 知事に変更承認の申請をするものとする。 

（変更承認審査） 

９ ８の規定による審査については、６の規定を準用する。 

（変更承認通知） 

10 知事は、９の規定による承認を行ったときは、金融機関提案型資金変更承認書（様式 6）により申 

 請した指定金融機関に通知するとともに、保証付融資の場合は、金融機関提案型資金変更承認通知書 

 （様式 7）により大分県信用保証協会に通知する。 

（継続申請） 

11 指定金融機関は、４に定める融資取扱期間終了後、翌年度も引き続き同一内容で継続する場合には、 

 金融機関提案型資金継続申請書（様式 8）により、取扱期間終了２ヶ月前までに、知事に申請するも 

 のとする。ただし、知事が特に認める場合は、この限りではない。 

（継続承認審査） 

12 知事は、11 の規定による申請があったときは、６の規定を準用して申請内容を審査し、その内容が 

 適当であると認められ、かつ、利用実績がある場合は、継続承認を行う。なお、利用実績が無い場合 

 であってもその理由が適当と認められる場合は、この限りではない。 

（継続承認通知） 

13 知事は、12 の規定による承認を行ったときは、金融機関提案型資金継続承認書（様式 9）により申 

 請した指定金融機関に通知するとともに、保証付融資の場合は、金融機関提案型資金継続承認通知書（様

式 10）により大分県信用保証協会に通知する。 

（承認取消） 



14 知事は、指定金融機関が、要綱及び本要領の規定を遵守できない等金融機関提案型資金を取り扱う 

 ことが適当でないと認められるときは、該当する金融機関提案型資金の承認を取り消すことができる。 

（承認取消通知） 

15 知事は、14 の規定による取り消しを行ったときは、金融機関提案型資金承認取消書（様式 11）によ 

 り該当指定金融機関に通知するとともに、保証付融資の場合は、金融機関提案型資金承認取消通知書 

 （様式 12）により大分県信用保証協会に通知する。 

（取扱廃止申請） 

16 指定金融機関は、年度途中において、社会経済環境の変化等によりその利用が見込めなくなった場 

 合等、当該融資を継続して提供することが困難となった場合は、その理由を付して、金融機関提案型 

 資金取扱廃止承認申請書（様式 13）により知事に取扱廃止の承認を求めることができる。 

（取扱廃止承認） 

17 知事は、16 の規定による申請があった場合、取扱廃止理由がやむを得ないものと認められる場合に 

 は、取扱廃止の承認をするものとする。 

（取扱廃止通知） 

18 17 の規定による承認を行ったときは、金融機関提案型資金取扱廃止承認書（様式 14）により申請し 

 た指定金融機関に通知するとともに、保証付融資の場合は、金融機関提案型資金取扱廃止承認通知書 

 （様式 15）により大分県信用保証協会に通知する。 

（融資の申込受付時期） 

19 融資の申込みの受付は、常時行うものとする。ただし、当該年度の融資枠の限度を超える場合はこの限

りではない。 

（融資の申込手続き） 

20 融資を受けようとする中小企業者等は、利用したい融資の承認を受けた指定金融機関に、大分県金融機

関提案型資金に係る通知書（様式 16。以下「通知書」という。）をプロパー融資の場合は２通、保証付融

資の場合は３通作成し、当該指定金融機関、大分県信用保証協会が定める書類を添えて提出しなければな

らない。 

（保証及び融資の決定） 

21 保証及び融資の決定については、次のとおりとする。 

 (1)プロパー融資の場合、指定金融機関は、要綱及び本要領並びに指定金融機関の定めるところによ 

  り審査のうえ、融資の決定を行ったときは、その旨を当該融資の申込者に通知するとともに、通知 

  書 1 通を 25(1)に規定する報告書に添付することにより知事に提出しなければならない。 

 (2)保証付融資の場合は次のとおりとする。 

  ①指定金融機関は、要綱及び本要領並びに指定金融機関の定めるところにより審査するとともに、 

   大分県信用保証協会に信用保証依頼書等とともに通知書 1通を提出する。 

  ②指定金融機関は、大分県信用保証協会の保証承諾を得て融資の決定を行ったときは、その旨を当 



   該融資の申込者に通知するとともに、通知書 1通を 25(1)に規定する報告書に添付することにより 

   知事に提出しなければならない。 

（経営指導等） 

22 指定金融機関は、当該融資に関し、事業計画及び資金計画等について必要な経営指導を行うとともに、

融資の実行後においても引き続き経営指導を行うものとする。 

（債権管理） 

23 本融資により生じた債権の管理については、次のとおりとする。 

 (1)指定金融機関は、本資金について延滞等債権の保全上問題となる事態が発生したときは、善良な 

  管理者の注意をもって、その解消に努めなければならない。 

 (2)大分県信用保証協会は、保証付融資について、前号の事態が発生したときは、当該融資に係る保 

  証債務の履行の有無にかかわらず、当該融資を受けた中小企業者等に係る他の保証付融資を含め、 

  指定金融機関及び関係商工会等又は中央会と協力して、速やかにその解消に努めなければならない。 

（条件変更） 

24 融資条件の変更については、次のとおりとする。 

 (1)大分県信用保証協会及び指定金融機関は、融資を受けた中小企業者等が経済環境の変化又は不測 

  の事態により経営等に困難が生じた場合、個々の中小企業者等の事情を勘案のうえ、返済猶予措置 

  を講じることができる。なお、融資期間の上限を超える変更をする場合は、事前に知事の同意を得 

  なければならない。 

 (2)前項の大分県信用保証協会に関する事項は、プロパー融資については適用しない。 

（融資状況の報告） 

25 本融資による報告は次のとおりとする。 

 (1)指定金融機関は、毎月の融資状況を融資状況報告書（様式 17）により、翌月の 10日までに県に報 

  告しなければならない。 

 (2)知事は、本融資の目的を達成するため、指定金融機関に必要な報告を求めることができる。 

 

  附  則 

 この要領は、平成 27年４月１日から施行する。 

  附  則 

 この要領は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

 附  則 

 この要領は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

 



様式１

　　年　　月　　日

大分県知事　殿

保証付のみ プロパーのみ 併用（保証付融資、プロパー融資選択）

積算根拠・
理 由

信用保証付有無

目的・コンセプ
ト・課題解決に
資 す る 理 由

融 資 目 標 件／年 千円／年

融 資 以 外 の
取 組

課 題 分 野

融 資 対 象
（ターゲット層）

大分県金融機関提案型資金承認申請書

所 在 地

金融機関名

代表者氏名

融 資 名 称

　大分県金融機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要領５を承諾のうえ、次
のとおり申請します。



保証付 千円 プロパー 千円

年以内 ％ ～ ％ 年以内 ％ ～ ％

年以内 ％ ～ ％ 年以内 ％ ～ ％

％ ～ ％

年以内 ％ ～ ％ 年以内 ％ ～ ％

年以内 ％ ～ ％ 年以内 ％ ～ ％

％ ～ ％

年以内（据置期間 ヶ月以内） ％

運転資金 設備資金 両方

【添付書類】 スキーム図

融 資 期 間 想 定 事 故 率

資 金 使 途

返 済 方 法

変動金利

基準金利と
指 標

保証人・担保

融 資 限 度 額

併用（固定・変動）

種 類 想 定 金 利

固定金利

基準金利と
指 標

融 資 利 率

その他



様式２

　　年　　月　　日

大分県信用保証協会

会長 殿

保証付のみ プロパーのみ 併用（保証付融資、プロパー融資選択）

保証付 千円 プロパー 千円

固定金利 変動金利 併用（固定・変動） その他

～ ～ ～ ～

年以内（据置期間 ヶ月以内） ％

運転資金 設備資金 両方

【添付書類】 スキーム図

上記については、下記の条件を付して同意します。

　　　　年　　月　　日

大分県信用保証協会

会長 印

【条件】

積算根拠・
理 由

大 分 県 金 融 機 関 提 案 型 資 金 同 意 書

所 在 地

金融機関名

代表者氏名

　大分県金融機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要領５に基づき、下記に
より承諾申請をしたいので、同意を求めます。

融 資 名 称

融 資 目 標 件／年 千円／年

信用保証付有無

融 資 限 度 額

融 資 利 率

想 定 金 利 ％

保証人・担保

％ ％ ％ ％ ％ ％％

融 資 期 間 想 定 事 故 率

資 金 使 途

返 済 方 法

保証付融資期
間・据置期間

そ の 他

利 用 す る
保 証 制 度

保 証 依 頼 書
記 入 名 称

保 証 付 融 資
限 度 額

信用保証料率



様式３

号

年 月 日

（金融機関名） 殿

大分県知事

１

２

３ 年 月 年 月

４

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました承認申請について、大分県金融機関提案型資金特別融資

要綱に基づく資金の融資事務に関する要領６の規定に基づき、下記のとおり金融機関提案型資金として

承認します。

大 分 県 金 融 機 関 提 案 型 資 金 承 認 書

第

そ の 他

記

指定金融機関名

融 資 名 称

取 扱 期 間 日から 日まで



様式４

第 号

年 月 日

大分県信用保証協会

会長 殿

大分県知事

大分県金融機関提案型資金承認通知書

　大分県金融機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要領６の規定に基

づき、金融機関提案型資金を別紙のとおり承認しましたので、同要領７の規定により通知します。



（別紙）

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

番号 指定金融機関名 融 資 名 称 取扱期間



様式５

　　年　　月　　日

大分県知事　殿

※融資名称以外で、変更する項目のみ記入

　　　　　年　　月　　日付け経金第　　　　　号で承認された金融機関提案型資金について、下記のとおり
内容を変更したいので、大分県金融機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要

領８の規定により、変更承認の申請をします。

大分県金融機関提案型資金変更承認申請書

所 在 地

金融機関名

代表者氏名

項目 既承認内容 変更後

融 資 名 称
※変更しなくても記入

課 題 分 野

融 資 対 象
（ターゲット層）

融 資 以 外 の
取 組

信用保証付有無

融 資 限 度 額

融 資 利 率

想 定 金 利

融 資 期 間

資 金 使 途

返 済 方 法

保証人 ・担保

変更理由



様式６

号

年 月 日

（金融機関名） 殿

大分県知事

１

２

３ 年 月 年 月

４

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました金融機関提案型資金変更承認申請について、大分県金融

機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金に関する融資要領９の規定に基づき、下記のとおり金融機

関提案型資金の内容変更を承認します。

大分県金融機関提案型資金変更承認書

第

変 更 内 容

記

指定金融機関名

融 資 名 称

取 扱 期 間 日から 日まで



様式７

経金第 号

年 月 日

大分県信用保証協会

会長 殿

大分県知事

１

２

３ 年 月 年 月

４

融 資 名 称

大分県金融機関提案型資金変更承認通知書

　大分県金融機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要領９の規定に基

づき、下記のとおり金融機関提案型資金の内容変更を承認しましたので、同要領１０の規定により

通知します。

記

指定金融機関名

取 扱 期 間 日から 日まで

変 更 内 容



様式８

　　年　　月　　日

大分県知事　殿

記

【 融 資 名 称 】

大分県金融機関提案型資金継続承認申請書

所 在 地

金融機関名

代表者氏名

　　　　　年　　月　　日付け経金第　　　　　号で承認された下記金融機関提案型資金について、同

一内容により取扱を継続して行いたいので、大分県金融機関提案型資金特別融資要綱に基づく資

金の融資事務に関する要領１１の規定に基づき、金融機関提案型資金の継続の申請をします。



様式９

号

年 月 日

（金融機関名） 殿

大分県知事

１

２

３ 年 月 年 月

４

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました金融機関提案型資金継続承認申請について、大分県金融

機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要領１２の規定に基づき、下記のとおり

金融機関提案型資金の継続を承認します。

大分県金融機関提案型資金継続承認書

第

そ の 他

記

指定金融機関名

融 資 名 称

取 扱 期 間 日から 日まで



様式１０

第 号

年 月 日

大分県信用保証協会

会長 殿

大分県知事

大分県金融機関提案型資金継続承認通知書

　大分県金融機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要領１２の規定に

基づき、下記のとおり金融機関提案型資金の継続を別紙のとおり承認しましたので、同要領１３の

規定により通知します。



（別紙）

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

番号 指定金融機関名 融 資 名 称 取扱期間



様式１１

号

年 月 日

（金融機関名） 殿

大分県知事

１

２

３ 年 月

４

　　　　　年　　月　　日付け経金第　　　　　号で承認した金融機関提案型資金について、大分県金融機関

提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要領１４の規定に基づき、下記によりその承

認を取り消します。

大分県金融機関提案型資金承認取消書

第

取 消 理 由

記

指定金融機関名

融 資 名 称

取 消 日 日



様式１２

第 号

年 月 日

大分県信用保証協会

会長 殿

大分県知事

１

２

３ 年 月

４

融 資 名 称

大分県金融機関提案型資金取消通知書

　大分県金融機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要領１４の規定に
基づき、下記のとおり金融機関提案型資金の取消をしましたので、同要領１５の規定により通知し
ます。

記

指定金融機関名

取 消 日 日

取 消 理 由



様式１３

　　年　　月　　日

大分県知事　殿

件 千円 （　　　　　年　　月　　日時点）

　　　　　年　　月　　日付け経金第　　　　　号で承認された金融機関提案型資金について、取扱を廃止し

たいので、大分県金融機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要領１６の規定

により、取扱廃止の承認を申請をします。

大分県金融機関提案型資金取扱廃止申請書

所 在 地

金融機関名

代表者氏名

そ の 他

融 資 名 称

取扱を廃止す
る 理 由
（ 具 体 的 に ）

こ れ ま で の
融 資 実 績

件数 額



様式１４

号

年 月 日

（金融機関名） 殿

大分県知事

１

２

３ 年 月

４

　平成　　年　　月　　日付けで申請のありました金融機関提案型資金取扱廃止申請について、大分県金

融機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要領１７の規定に基づき、下記のと

おり金融機関提案型資金の取扱廃止を承認します。

大分県金融機関提案型資金取扱廃止承認書

第

平 成

そ の 他

記

指定金融機関名

融 資 名 称

取 扱 廃 止 日 日



様式１５

第 号

年 月 日

大分県信用保証協会

会長 殿

大分県知事

１

２

３ 年 月

４

融 資 名 称

大分県金融機関提案型資金取扱廃止承認通知書

　大分県金融機関提案型資金特別融資要綱に基づく資金の融資事務に関する要領１７の規定に

基づき、下記のとおり金融機関提案型資金の取扱廃止を承認しましたので、同要領１８の規定によ

り通知します。

記

指定金融機関名

取 扱 廃 止 日 平成 日

そ の 他



様式１６

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引先金融機関

２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

　　 　　 　　

商品(材料)仕入資金

買掛(手形)決済資金

諸経費支払資金

その他

（ ）

資金の必要理由(具体的に書いてください。)

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・
家族除
く）

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（パート含）

人

連帯保証人

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

必要な事項に○をつけて下さい。 金 額

（１）

（２）

（３）

（４）

計

今回計画中の設備の
種類・数量・単価等

新設・増
設・補修
取替の別

金 額

運
転
資
金
の
場
合

万円 計 万円

万円

融 資
利 率

固定金利 変動金利 その他（　　　　　　　　　　　） 保証協会の保証の有無

％ 有　　・　　無

借 入
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

資 産 総 額 万円

借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

返 済
方 法

査 定
金 額

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

具体的
業 種

取 扱
品 目

万円
最 近 の
月平均売上

万円
金融機関から
の借入金総額

万円

融 資
名 称

大分県金融機関提案型資金に係る通知書
※提出部数　保証付融資：３部
　　　　　　プロパー融資：２部
※提 出 先　指定金融機関

大 分 県 知 事　殿

日



様式１７

　　大　　分　　県　　知　　事　　　殿

指定金融機関名

（担当者氏名 ）

貸出残高状況（総括表）

件数(件） 件数(件） 件数(件） 件数(件）

有

無

有

無

有

無

有

無

有

無

有

無

有

無

有

無

大 分 県 金 融 機 関 提 案 型 資 金 融 資 状 況 報 告 書 （ 年 月 分 ）

融 資 名 称
保証の
有無

前月末残高 当月分貸出高 当月分償還高 当月末残高
金額 ( 千円 ) 金 額 ( 千 円 ) 金 額 ( 千 円 ) 金額 (千円 )


